
申請者

) ( ) ( ) ( ) ) 6( ) 7( )

) ( ) ( ) ( ) ) ) )

) ( ) ( ) ( ) ) ) )

) ( ) ( ) ( ) ) ) )

) ( ) ( )

１. ２. 柔剣道場 3. 文化交流ホール 4. 楽屋（  1  ・  2  ）

集いの部屋 ( ) ７. 水屋 ８. ふれあいの部屋 ９. 調理実習室 10. 美術工作室

視聴覚室 ( ) 13. 展示室 14. その他 （ ）

入館予定人員

※ 認定 認定定例外

アリーナ（  1/3　・  2/3  ・  1/2  ・  全面  ）

12.

６.

継 続 利 用 日

時　　　　分 

利 用 施 設

利用設備器具

プレイガイド

時　　　　分 

最高入場料有・無

開演時間

会議室

憩いの部屋

 1  ・  2  ・  3 

 1  ・  2 

8( 9

入館予定人員 人

10

令和　　　年　　　月　　　日（　　　曜日）

13( 14(

15(

29( 31

17 18 19( 20( 21(

22( 27( 28(

16

23

※継続利用日の場合、利用施設の番号をご記入してください。
30

12(

21(

5.

※納入月日

月　　日

月　　日

月　　日

受　付副館長 係館  長

 第　　　　　　　号

許可　令和　　　年　　　月　　　日　　　

河北総合センター利用許可申請書

令 和 年 月 日

住 所

団 体 名

利 用 日 時
自 令和　　　年　　　月　　　日（　　　曜日） 時 分から

氏 名

電 話

申請します。

利 用 目 的

時 分まで

時 分から 時 分まで

利用内容

公益財団法人 石巻市芸術文化振興財団　　殿

　石巻市河北総合センター条例及び同条例施行規則の規定を遵守しますので、下記のとおり利用を許可してくださるよう

　　１　アマチュアスポーツ、文化的行事
　　２　その他の行事

至

時　　　　分 

無・有特別設備

5(

24

4

25 26(

11

3

有・無 時間)暖房・ 時 分から 時 分まで( 冷房

11.

追加利用料

開  場  時  間

入  　場  　料

減免金額利用金額

合　　計

円

円円

（　　　　　割）条例施行規則第11条　　　号適用

※備　考

円

円

円

※納　入　金　額

前納利用料

注１　※記の欄は記入しないでください。

注２　暴力団の利益となる利用を制限するため、利用の許可の決定に当たり、

　　　暴力団による利用であるかを確認する必要がある場合は、所轄の警察

　　　に照会することがあります。

冷・暖房利用の有無

円

終演時間


